
 

2.7 少量危険物（Dangerous Goods in Limited Quantities）      
2.7.0 一般（General） 
2.7.0.1 国連勧告は少量危険物の規定を含んでいる。これは、多くの危険物は、合理的な制限量であれば輸送中少ない危険性しか呈し
ないこと、また試験されておらず、従ってマーキングもされていなくても、勧告に定められた型式の良質な容器で安全に輸送される
ことができることを認めている。本項に含まれる規定は国連勧告に基づいており、少量危険物が、本規則の第 6 章に従って試験及び
マーキングがされていないがその章の製造要件には合致している容器で輸送することを許可している。 
 
2.7.4 量の制限 
危険物リストG 欄の包装基準番号に対する H欄を参照 
 
少量危険物要件（Yも文字がつく包装基準） 
*1.2mの落下試験に合格する包装物の性能。 
*24 時間の積み重ね試験。 
*総重量は 30ｋｇ以下 
 
2.7.7 マーキングおよびラベリング 

少量危険物ラベルが必要 

正方形で 45 度傾けたもの（ダイヤモンド型） 
寸法：100ｍｍｘ100ｍｍ 
（ただし、包装物のｻｲｽﾞにより 50ｍｍｘ50ｍｍまで縮小可。） 

例： UN1885 PGⅡの場合： 

 

          G 欄 Y644（包装基準番号） 

                               H 欄 1ｋｇまで 


